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１． 研究計画の概要 
 アメリカは、先進諸国の中でも、内部告発
に、社会の公益に資する存在としての役割を
いち早く見出し、内部告発者保護に取組む法
制を他の国に先駆けて発達させた国である。 
アメリカにおける内部告発者保護法制の発
達を、連邦法、州法にわたり考察し、その特
徴を把握するとともに、各論的考察を踏まえ
た総合的考察を行う。 
 
 
２．研究の進捗状況 
 アメリカの内部告発者の保護法制は、連邦
法と州法が存在するだけでなく、一般法と個
別法の違いも存在する。こうしたアメリカ法
の全体像を、相当程度把握し、比較法的考察
を行うための素地を築くことができた。具体
的には、まず、この法分野の法の広がりにつ
いての全体像を把握する研究を行った。その
上で、州法の中心となる、判例法による解雇
権濫用法理の発展を調査分析した。連邦法は、
個別の制定法によって内部告発者保護を定
め、これを連邦の労働法制の制度的手続き的
枠組とリンクさせたを制度となっているこ
とが特徴的である。連邦の制定法による内
部告発者保護法制の整備は、1972 年に制
定された Water Pollution Control Actに始
まり、環境保護関係、原子力発電関係、
公衆衛生関係、公衆安全関係など、多岐
に渡る分野で進められた。本研究では、
一方ではそれぞれの分野の制度の共通
点、相違点を探るとともに、他方におい
て、これらの制度の法運用の実際、別の
言い方をすれば、内部告発者保護の法的
手続の実際を調査することを進めた。連

邦制度のもとでは、内部告発者である被
用者（労働者）の保護は、連邦の労働者
保護制度の枠組の中で行われており、労
働省の行政法審判官（administrative law 
judge）が主催する手続が中心となる。そ
のプロセスが実際にどのように法的に
構築されているかの研究を行った。また、
こうした連邦の内部告発者保護法制と、
州の制度との関係についても、ある程度
の研究を行うことができた。こうした連
邦法の個別法の研究およびその実際の運用
（労働者保護行政の手続を通じた個別法の
実現）について研究を進めることができた。 
 
 
 
３．現在までの達成度 
 ② おおむね順調にすすんでいる。 
当初計画したように研究は進んでいると
いうことができる。しかし、現在収集した資
料の分析、総合的考察をしている段階で、研
究に成果の一部の公表に留まっていること
が残念である。 
 
 
 
４． 今後の研究の推進方策 
 これまでの研究活動で行った研究の成果
を取りまとめるとともに、これまでの研究を
通じて浮かび上がってきた、アメリカに特徴
的な qui tam action（刑事的民事訴訟）につ
き研究を深める。 
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